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目標値とサービス見込み 

【第７期江東区障害福祉計画】 
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１ 令和８年度の成果目標の設定 
 

第７期障害福祉計画では、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制

を確保するため、第６期計画での実績や本区の実情を踏まえ、国の基本指針に沿って、以下

の（１）～（６）の６項目について成果目標を設定し、取組みをさらに推進していきます。 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

国の基本指針では、地域生活への移行を進める観点から、令和８年度末時点で、令和４年

度末時点での施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行すること、施設入所者の５％以上の

削減を基本に、地域の実情に応じて目標を設定することとされています。 

 

【施設入所者の地域生活への移行実績】 

項  目 実 績 説    明 

地域移行者 ９人 
令和元年度末から令和４年度末までの、施設入所者

の地域移行者数 

 

【施設入所者の地域生活への移行目標】 

項  目 数 値 区 の 考 え 方 

令和８年度末の入所者数 287人 
令和５年度開設の区内障害者入所施設の利用者増を

踏まえた令和８年度時点での見込みとする。 
施設入所者削減の見込み ０人 

地域移行者の目標数 17人 

令和８年度末までに、令和４年度末時点での施設入

所者数276人の６％に相当する人が、地域生活へ移

行する。 
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（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

国は基本指針において、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、保

健・医療・福祉関係者が連携して取り組むとともに、地方公共団体が、精神保健医療福祉体

制の基盤整備等を推進することにより、精神障害者の地域移行や定着が可能になるとしてい

ます。このため、保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催や精神障害者の地域移

行・定着支援、共同生活・自立生活援助等の活動指標に基づく取組みについて、医療計画と

の関係に留意しながら推進することとしています。 

 

【保健、医療、福祉関係者による協議の場の実績・目標】 

項  目 
令和４年度 

実績 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

保健、医療、福祉関係者による協

議の場の開催回数 
１回 １回 １回 １回 

保健、医療、福祉関係者による協

議の場への関係者の参加者数 
５人 ５人 ５人 ５人 

保健、医療、福祉関係者による協

議の場における目標設定及び評価

の実施回数 

１回 １回 １回 １回 

 

【精神障害者の地域移行支援等の利用者数実績】 

項  目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域移行支援 ８人 ４人 ５人 

地域定着支援 ５人 ４人 ２人 

共同生活援助 108人 124人 135人 

自立生活援助 ２人 ９人 ６人 

自立訓練（生活訓練） 32人 37人 42人 
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【精神障害者の地域移行支援等の利用者見込み数】 

項  目 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域移行支援 ５人 ５人 ５人 

地域定着支援 ２人 ２人 ２人 

共同生活援助 144人 154人 164人 

自立生活援助 ７人 ８人 ９人 

自立訓練（生活訓練） 50人 59人 70人 
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（３）地域生活支援の充実 

国の基本指針では、障害者の地域生活への移行支援及び地域生活支援を充実させるため、

障害者の地域生活を支援する機能（相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門

的人材の確保・養成、地域の体制づくり等）の集約等を行う拠点等について、令和８年度末

までに１つ以上整備するとともに、その機能の充実のため、コーディネーターの配置等によ

る効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、年１回以上、支援の実績等を踏ま

え運用状況の検証・検討を行うことを基本とすることとされています。 

また、強度行動障害を有する者の支援体制の充実を図るため、令和８年度末までに、強度

行動障害を有する者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した

支援体制の整備を進めることを基本とすることとされています。 

  

【地域生活支援の充実の目標】 

項  目 目 標 区 の 考 え 方 

地域生活支援拠点等の整

備 
整備 

障害者入所施設における「緊急時の受け入れ・対

応」「体験の機会・場」に加え、令和７年度中に設

置を予定している基幹相談支援センターで「相談」

「専門的人材の確保・養成」「地域の体制づくり」

の面的整備を進めます。 

年１回以上の検証・検討 － 令和９年度に８年度実績を確認します。 

強度行動障害を有する人

への支援体制の整備 
検討 

強度行動障害を有する障害者に対して、障害福祉サ

ービス等において適切な支援ができるよう、地域に

おける課題を整理し、関係機関と情報共有・連携し

ながら支援体制を検討します。 

 

  



100 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

国の基本指針では、福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、

就労移行支援、就労継続支援を行う事業）を通じて、令和８年度中に一般就労に移行する者

の目標値を設定することとされています。国が示す数値目標の考え方は、以下のとおりとな

り、この考え方を基本として、これまでの実績や地域の実情を踏まえて設定します。 

 

【国（厚生労働省）の基本指針における数値目標】 

項  目 数値目標 

福祉施設の一般就労への移行実績 

（就労移行支援事業等） 
令和３年度の1.28倍以上 

一般就労への移行実績 

（就労移行支援） 
令和３年度の1.31倍以上 

一般就労への移行実績 

（就労継続支援Ａ型） 
令和３年度の1.29倍以上 

一般就労への移行実績 

（就労継続支援Ｂ型） 
令和３年度の1.28倍以上 

就労移行支援事業終了者に占める一般

就労への移行者の割合が５割以上の事

業所 

就労移行支援事業所の半数以上 

就労定着支援事業所のうち就労定着率

が７割以上の事業所 
全体の25％以上 

 

【福祉施設等から一般就労への移行実績】 

項  目 令和３年度 令和４年度 

障害者就労・生活支援センター利用者の一般就労移行者 68人 69人 

障害者就労・生活支援センター利用者の一般就労１年後職場定着率 79％ 87％ 

福祉施設から一般就労した者 77人 59人 

 

就労移行支援から一般就労した者 59人 39人 

就労継続支援Ａ型から一般就労した者 ５人 11人 

就労継続支援Ｂ型から一般就労した者 13人 ９人 
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【福祉施設等から一般就労への移行目標】 

項  目 目 標 説  明 

障害者就労・生活支援センター利用者の一般就

労移行者 
81人 

令和４年度までの最大実績

数 

障害者就労・生活支援センター利用者の一般就

労１年後職場定着率 
83％ 

令和４年度までの５年間に

おける平均値 

一般就労への移行実績 

（就労移行支援事業等） 
99人 

令和３年度実績の1.28倍 

 

一般就労への移行実績 

（就労移行支援） 
77人 

令和３年度実績の1.31倍 

一般就労への移行実績 

（就労継続支援Ａ型） 
６人 

令和３年度実績の1.29倍 

一般就労への移行実績 

（就労継続支援Ｂ型） 
16人 

令和３年度実績の1.28倍 

就労移行支援事業終了者に占める一般就労への

移行者の割合が５割以上の事業所 
５割 

国の基本指針を踏まえ設定

する。 

就労定着支援事業所のうち就労定着率が７割以

上の事業所 － 

令和８年度実績を基本とす

るため、現計画では設定し

ない。 
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（５）相談支援体制の充実・強化等 

国の基本指針では、相談支援体制を充実・強化するため、令和８年度末までに、総合的な

相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの

役割を担う基幹相談支援センターを設置するとともに、基幹相談支援センターが地域の相談

支援体制の強化を図る体制を確保することを基本とすることとされています。 

また、地域づくりに向けた協議会の機能をより実効性のあるものとするため、協議会にお

いて、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組みを行うととも

に、これらの取組みを行うために必要な協議会の体制を確保することを基本とすることとさ

れています。 

 

【相談支援体制の充実・強化の目標】 

項  目 目 標 令和４年度実績 

基幹相談支援センターの設置 １か所 ０か所 

基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化 

 

地域の相談支援事業者に対する訪問等

による専門的な指導・助言件数 
10件 － 

地域の相談支援事業者の人材育成の支

援件数 
３回 － 

地域の相談機関との連携強化の取組み

の実施回数 
12回 － 

個別事例の支援内容の検証の実施回数 10回 ２回 

江東区における主任相談支援専門員の配置数 ６人 ６人 

協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善 

 

事例検討実施回数 年２回以上 － 

参加事業者・機関数 18か所 － 

専門部会の配置数 ５専門部会 ５専門部会 

専門部会の実施回数 21回 21回 
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（６）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組みに係

る体制の構築 

国の基本指針では、障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入して

いる中、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等を適切に提供していくため、地方公共

団体の職員は障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取組みを行い、サービス等の

利用状況を把握し、利用者が真に必要とするサービス等が提供できているのか検証していく

ことが望ましいとされています。そのため、令和８年度までに、障害福祉サービス等に係る

各種研修の活用や指導監査結果の関係地方公共団体との共有等、障害福祉サービス等の質を

向上させるための取組みに関する事項を実施する体制を構築することを基本とすることとさ

れています。 

 

【障害福祉サービス等の質の向上の目標】 

項  目 目  標 令和４年度実績 

障害者自立支援審査支払等システム等による審

査結果を分析してその結果を活用し、事業所や

関係自治体等と共有する体制の有無 

有 有 

指定障害福祉サービス事業者等に対する指導検

査 
年80件以上 32件 
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２ サービス必要量の見込みと確保のための方策 
 

障害福祉サービス及び相談支援の種類ごとの必要なサービス量について、障害福祉サービ

ス等の利用実績やサービスの利用意向等、地域の実情を踏まえ、令和６年度から令和８年度

までの各年度における見込みを設定します。 

（１）訪問系サービス 

訪問系サービスとは、サービス提供事業者が居宅に訪問して行うサービスであり、以下の

５種類があります。 

① 居宅介護  ② 重度訪問介護  ③ 同行援護  ④ 行動援護   

⑤ 重度障害者等包括支援 

 

① 居宅介護 

居宅において入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する

相談・助言、生活全般にわたる援助を行います。 

 

② 重度訪問介護 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有し、常時

介護を必要とする方に、居宅において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等

の家事、生活等に関する相談・助言、生活全般にわたる援助、外出時における移動中の介護

を総合的に行います。また、日常的に重度訪問介護を利用している最重度の障害者で、医療

機関に入院した方が適切な介護を受けられるよう、ヘルパーが医療従事者に情報伝達を行う

等の支援を実施します。 

 

③ 同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する方につき、外出時に同行し、移動に必要な情

報を提供するとともに、移動の援護等、その方が外出する際の必要な援助を行います。 

 

④ 行動援護 

知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を要する方に、その方

が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護・

排せつ・食事等の介護その他の、その方が行動する際の必要な援助を行います。 
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⑤ 重度障害者等包括支援 

常時介護が必要で、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢の麻痺及び寝

たきりの状態にある方、知的障害または精神障害により行動上著しい困難がある方について、

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行

支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助を包括的に提供します。 

 

【見込量の考え方】 

 各サービスのこれまでの実績と傾向をもとに必要量を見込みます。 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

≪訪問系サービスの見込み量（月間）≫ 

種 類 
第６期（実績） 第７期（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

訪問系 

サ－ビス 

サ－ビス量 

（時間） 
27,883 30,475 32,937 35,995 39,337 42,990 

利用者数 859 896 913 931 949 967 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

 

 

  

(時間/月)

時間／月
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 22,364 22,840 23,652 26,134 26,674 27,247 35,995 39,337 42,990
実績 21,365 23,426 25,585 27,883 30,475 32,937

第５期 第６期 第７期
10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

目標

実績
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【訪問系サービスの確保方策】 

○令和５年９月１日現在、区内で訪問系サービスを提供している事業所は、居宅介護 74

か所、重度訪問介護 66 か所、同行援護 27 か所、行動援護４か所ありますが、障害者に

円滑にサービスを提供するため、民間事業所等と連携して、提供体制の確保に努めま

す。 

○人材の確保は、障害福祉分野だけでなく、高齢福祉分野や児童福祉分野等における共通

の課題であることから、関係所管と連携しながら、障害福祉サービスの人材確保に取り

組むとともに、多様な事業者の参入の促進を図り、訪問系サービスの充実に努めます。 

 

********************************************************************* 

 サービス見込量の単位 「時間分」と「人日分」 

 

    「時間分」とは、「月間の利用人数」に、「一人１か月当たりの平均利用時

間」を乗じて得られた数値です。 

 

    「人日分」とは、「月間の利用人数」に、「一人１か月当たりの平均利用日

数」を乗じて得られた数値です。 

例えば、１か月の間に５人の利用者が平均 20 日のサービスの提

供を受けたときは、５人×20 日＝100 人日 となります。 
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（２）日中活動系サ－ビス 

日中活動系サービスとは、昼間に入所または通所により訓練、介護等を提供するサービス

で、以下の８種類があります。 

① 生活介護  ② 自立訓練  ③ 就労選択支援  ④ 就労移行支援 

⑤ 就労継続支援  ⑥ 就労定着支援  ⑦ 療養介護  ⑧ 短期入所 

 

① 生活介護 

主として昼間、障害者支援施設等において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・

掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、その他必要な日常生活上の支援、創作的活動・

生産活動の機会の提供、その他の身体機能・生活機能の向上のために必要な援助を行います。 

 

【見込量の考え方】 

 令和５年度開設の区内障害者入所施設の利用者増を踏まえた実績とこれまでの傾向、特別

支援学校卒業生の動向等を勘案し、必要量を見込みます。 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

 

  

(人日分/月)

人日分/月
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 13,452 13,927 14,421 14,668 15,238 15,865 14,900 14,975 15,050
実績 14,036 14,152 14,115 14,176 14,319 14,826
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② 自立訓練 

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向

上のため必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練の２種類があります。 

 

ア）自立訓練（機能訓練） 

身体障害のある方・難病等の対象となる方について、通所先の障害者支援施設もしく

は障害福祉サービス事業所において、またはその方の居宅を訪問して、理学療法、作業

療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談・助言その他の必要な支援

を行います。 

 

【見込量の考え方】 

 これまでの実績から令和５年度と同程度の利用があるものと推計し、必要量を見込みます。 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

  

(人日分/月)

人日分/月
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 64 64 64 42 42 42 11 11 11
実績 41 43 29 8 6 11
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0

20

40

60

80

100

目標

実績



109 

 

イ）自立訓練（生活訓練） 

知的障害または精神障害のある方について、通所先の障害者支援施設もしくは障害福

祉サービス事業所において、またはその方の居宅を訪問して、入浴・排せつ・食事等に

関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他

の必要な支援を行います。 

 

【見込量の考え方】 

 これまでの実績と傾向をもとに必要量を見込みます。 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

③ 就労選択支援 

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手

法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する新しい障害福祉サー

ビスです。 

今後、関係機関等と連携しながら、ニーズ把握の方法や実施内容等について検討のうえ、

実施していきます。 

 

  

(人日分/月)

人日分/月
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 810 900 1,026 410 450 480 1,121 1,403 1,756
実績 335 253 326 501 715 895
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④ 就労移行支援 

原則 65 歳未満の就労希望者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に

ついて、生産活動・職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向

上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後にお

ける職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。 

 

【見込量の考え方】 

 これまでの実績と傾向では、減少が見込まれますが、就労選択支援の利用による影響が測

れないことから、令和５年度と同程度の利用を見込みます。 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

  

(人日分/月)

人日分/月
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 2,656 2,864 3,088 2,560 2,784 3,024 2,328 2,328 2,328
実績 2,283 2,394 2,551 2,508 2,198 2,328

第５期 第６期 第７期
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⑤ 就労継続支援 

原則 65 歳未満で通常の事業所に雇用されることが困難な方に、働く場を提供するととも

に、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。Ａ型とＢ型の２種類

があります。 

 

ア）就労継続支援（Ａ型） 

通常の事業所に雇用されることが困難な方のうち、適切な支援によって雇用契約等に

基づき就労する方について、生産活動その他の活動の機会の提供等、就労に必要な知識

及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。 

 

【見込量の考え方】 

 これまでの実績と傾向では、減少が見込まれますが、就労選択支援の利用による影響が測

れないことから、令和５年度と同程度の利用を見込みます。 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

イ）就労継続支援（Ｂ型） 

通常の事業所に雇用されることが困難な方のうち、通常の事業所に雇用されていたも

のの年齢・心身の状態等の事情により引き続きその事業所に雇用されることが困難とな

った方、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった方等、通常

の事業所に雇用されることが困難な方について、生産活動その他の活動の機会の提供等、

就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。 

 

 

  

(人日分/月)

人日分/月
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 1,980 2,088 2,214 1,445 1,547 1,666 1,460 1,460 1,460
実績 1,486 1,302 1,269 1,366 1,371 1,460
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【見込量の考え方】 

 これまでの実績と傾向及び特別支援学校卒業生の動向等を勘案し、必要量を見込みます。 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

⑥ 就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て通常の事業所に新たに雇用され、就労を継続している期間が

６か月を経過した方の就労の継続を図るため、企業・障害福祉サービス事業者・医療機関等

との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を営む上での様々

な問題に関する相談・指導及び助言等の必要な支援を行います。 

 

【見込量の考え方】 

 これまでの実績と傾向及び就労移行支援の利用者数の見込みを踏まえ、必要量を見込みま

す。 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

  

(人日分/月)

人日分/月
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 11,895 12,210 12,555 11,685 12,120 12,570 13,308 13,570 13,836
実績 11,550 11,536 11,785 12,062 12,480 13,052

第５期 第６期 第７期
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(利⽤者数/月)

利⽤者数/月
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 49 52 56 72 73 79 150 150 150
実績 20 57 71 75 95 120
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⑦ 療養介護 

主として昼間、病院において、機能訓練・療養上の管理・看護・医学的管理の下における

介護・日常生活上の世話を行います。 

 

【見込量の考え方】 

 これまでの実績と傾向をもとに必要量を見込みます。 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

 

 

 

 

 

  

(人日分/月)

人日分/月
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 61 61 61 61 61 61 56 55 54
実績 62 61 59 60 58 57
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⑧ 短期入所 

居宅において介護を行う方の病気等の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所が

必要となった方について、当該施設において、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。障

害者支援施設等において実施する福祉型と、病院・診療所・介護老人保健施設において実施

する医療型があります。 

 

ア）福祉型 

【見込量の考え方】 

 令和５年度開設の区内障害者入所施設の利用者増を踏まえた実績とこれまでの傾向をもと

に必要量を見込みます。 

 
（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

イ）医療型 

【見込量の考え方】 

 これまでの実績から令和５年度と同程度の利用があるものと推計し、必要量を見込みます。 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

  

(人日分/月)

人日分/月
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 1,932 2,016 2,142 2,580 2,700 2,840 2,965 3,065 3,169
実績 2,082 2,293 2,538 2,751 2,844 2,868
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(人日分/月)

人日分/月
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 72 72 72 84 84 84 90 90 90
実績 70 95 84 91 77 90
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≪日中活動系サービスの見込み量（月間）≫ 

種 類 
第６期（実績） 第７期（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①生活介護 

サ－ビス量 

（人日） 
14,176 14,319 14,826 14,900 14,975 15,050 

利用者数 744 751 774 778 783 787 

②自立訓練 

ア）機能訓練 

サ－ビス量 

（人日） 
８ ６ 11 11 11 11 

利用者数 １ １ １ １ １ １ 

②自立訓練 

イ）生活訓練 

サ－ビス量 

（人日） 
501 715 895 1,121 1,403 1,756 

利用者数 38 52 62 74 89 106 

③就労選択 

支援 
利用者数 － － － 検討・実施 検討・実施 検討・実施 

④就労移行 

  支援 

サ－ビス量 

（人日） 
2,508 2,198 2,328 2,328 2,328 2,328 

利用者数 157 142 150 150 150 150 

⑤就労継続 

支援 

ア）Ａ型 

サ－ビス量 

（人日） 
1,366 1,371 1,460 1,460 1,460 1,460 

利用者数 81 79 83 83 83 83 

⑤就労継続 

支援 

イ）Ｂ型 

サ－ビス量 

（人日） 
12,062 12,480 13,052 13,308 13,570 13,836 

利用者数 764 789 817 825 833 841 

⑥就労定着 

支援 
利用者数 75 95 120 150 150 150 

⑦療養介護 利用者数 60 58 57 56 55 54 

⑧短期入所 

ア）福祉型 

サ－ビス量 

（人日） 
2,751 2,844 2,868 2,965 3,065 3,169 

利用者数 130 150 169 180 192 205 

⑧短期入所 

イ）医療型 

サ－ビス量 

（人日） 
91 77 90 90 90 90 

利用者数 12 11 16 16 16 16 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

 

  



116 

 

【日中活動系サービスの確保方策】 

○令和５年９月１日現在、区内で日中活動系サービスを提供している事業所は、生活介護

16か所、就労移行支援 11か所、就労継続支援Ａ型５か所、就労継続支援Ｂ型 34か所が

あります。 

〇今後もサービス利用者数の増加が見込まれることから、ニーズの高い地域や重度化が進

む利用者ニーズの情報について、事業者と共有・調整等を行い、引き続き必要量の確保

に努めます。 

〇障害特性や本人の希望、適性に応じて就労できるよう、地域の関係機関と連携を図りな

がら、より良い支援体制の確保を目指していきます。 
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（３）居住系サ－ビス 

居住系サービスとは、共同生活を行う住居や施設等において訓練等給付または介護給付を

提供するサービスです。以下の３種類があります。 

① 自立生活援助  ② 共同生活援助（グループホーム）  ③ 施設入所支援 

 

① 自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等から地域での一人暮らしに移行した方等で生活力に不

安があり支援を必要とする方に対して、定期的に利用者宅を訪問し、食事や掃除等に課題が

ないか、地域住民との関係は良好か等について確認を行い、必要な助言や医療機関等との連

絡調整を行うほか、利用者からの相談、要請があった際には、訪問、電話等による随時の対

応を行います。 

 

【見込量の考え方】 

 これまでの実績から令和５年度と同程度の利用があるものと推計し、必要量を見込みます。 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

  

(利⽤者数/月)

利⽤者数/月

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
目標 5 6 7 7 7 7 9 9 9
実績 0 1 1 4 11 9
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② 共同生活援助（グループホーム） 

主として夜間に、共同生活を営む住居において相談、入浴、排せつ、食事の介護等、日常

生活上の援助を行います。 

 

【見込量の考え方】 

 これまでの実績と傾向及び地域生活への移行に係る国の基本方針を踏まえ、必要量を見込

みます。 

 
（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

  

(利⽤者数/月)

利⽤者数/月

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
目標 379 409 449 431 464 499 567 607 650
実績 369 383 403 443 485 529
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③ 施設入所支援 

施設に入所する方に、主として夜間において、入浴、排せつ、食事等の介護、生活に関す

る相談・助言等、日常生活上の援助を行います。 

 

【見込量の考え方】 

 令和５年度開設の区内障害者入所施設の利用者増を踏まえた実績と地域生活への移行に係

る国の基本方針を踏まえ、必要量を見込みます。 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

≪居住系サービスの見込み量（月間）≫ 

種 類 
第６期（実績） 第７期（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①自立生活援助 利用者数 ４ 11 ９ ９ ９ ９ 

②共同生活援助 利用者数 443 485 529 567 607 650 

③施設入所支援 利用者数 285 276 308 301 293 287 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

【居住系サービスの確保方策】 

○施設入所者の地域移行を進めていくためにはグループホームを中心とした住

まいの確保が重要です。区内には多くのグループホームが整備されています

が、引き続き、グループホームの運営を支援するとともに、新たなグループ

ホームの整備の促進を図ります。 

○障害者の重度化・高齢化に対応する日中サービス支援型のグループホームを

令和８年度中に整備し、施設等からの地域移行を進めるとともに、引き続き

新規整備に取組みます。 
  

(利⽤者数/月)

利⽤者数/月

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
目標 307 307 307 294 294 332 301 293 287
実績 304 297 288 285 276 308
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（４）相談支援 

相談支援とは、相談支援事業者が障害のある方の相談を専門的に応じるサービスであり、

以下の２種類があります。 

 ① 計画相談支援  ② 地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援） 

 

① 計画相談支援 

障害福祉サービスを申請した障害者について、利用する障害福祉サービスの種類及び内容

等を記載したサービス等利用計画の作成、障害福祉サービスの利用状況を検証し、その結果

及び心身の状況等の事情を勘案したサービス等利用計画の見直しを行うことにより、障害者

の自立した生活を支え、障害者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマ

ネジメントによりきめ細かく支援を行うものです。 

 

【見込量の考え方】 

 これまでの実績と傾向をもとに、セルフプラン（利用者本人等が作成するサービス等利用

計画）の減少率を踏まえ、必要量を見込みます。 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

  

(利⽤者数/月)

利⽤者数/月

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
目標 253 276 302 381 395 411 618 662 710
実績 342 352 442 491 530 577
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② 地域相談支援 

ア）地域移行支援 

障害者支援施設や精神科病院に入所等をしている障害者に対し、住居の確保、地域生

活の準備や福祉サービスの見学・体験のための外出への同行支援、地域における生活に

移行するための活動に関する相談等の支援を行います。 

【見込量の考え方】 

 これまでの実績から令和５年度と同程度の利用があるものと推計し、必要量を見込みます。 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

イ）地域定着支援 

居宅で単身生活をしている障害者等に対し、夜間も含む緊急時における連絡、相談等

の支援を行います。 

【見込量の考え方】 

これまでの実績から令和５年度と同程度の利用があるものと推計し、必要量を見込みます。 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

  

(利⽤者数/月)

利⽤者数/月

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
目標 6 7 8 9 10 11 6 6 6
実績 5 8 8 8 5 6
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(利⽤者数/月)

利⽤者数/月

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
目標 5 6 7 4 5 6 2 2 2
実績 4 3 5 5 4 2
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≪相談支援サービスの見込み量（月間）≫ 

種 類 
第６期（実績） 第７期（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①計画相談 

支援 
利用者数 491 530 577 618 662 710 

②地域相談 

支援 

ア）地域移行 

支援 

利用者数 ８ ５ ６ ６ ６ ６ 

②地域相談 

支援 

イ）地域定着 

支援 

利用者数 ５ ４ ２ ２ ２ ２ 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

【相談支援サービスの確保方策】 

○障害福祉サービス等利用計画の作成やモニタリングを実施する計画相談支援は、事業所

数や相談支援専門員数について横ばいで推移しているため、セルフプラン率の高い状況

が続いています。セルフプランを利用している方に対し、必要に応じて計画相談支援へ

の移行を促すとともに、就業・定着促進事業を実施し、既存事業所に対する相談支援専

門員の増員を支援するほか、引き続き、人材確保方策等の検討を進めます。 

○令和７年度中に基幹相談支援センターを設置し、相談支援事業者に対する支援を行うこ

とにより、地域の相談支援体制の質の向上を図ります。 
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３ 地域生活支援事業に関する事項 
 

区が実施する地域生活支援事業について、実施する事業の内容、事業の種類ごとの実施に

関する考え方及び量の見込み、事業の見込量確保の方策等を定めます。 

 

（１）実施する事業の内容 

区では、障害者総合支援法 第 77 条に定められている、区（市町村）が実施する地域生活

支援事業を行っていくほか、既存の事業や必要に応じて行う新規事業等を効果的に組み合わ

せて、障害者等の地域生活を支援します。 

 

① 理解促進研修・啓発事業 

理解促進研修・啓発事業は、障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的

障壁」を除去するため、障害者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働き

かけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的とした事業です。 

区では、障害者福祉大会を年１回開催し、障害者等と地域住民の交流の機会を設けていま

す。 

 

≪第６期の実施状況≫ 

理解促進研修・啓発事業 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施の有無 有 有 有 

 

≪見込量の設定≫ 

理解促進研修・啓発事業 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施の有無 有 有 有 

 

 

② 自発的活動支援事業 

自発的活動支援事業は、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよ

う、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取組みを支援することに

より、共生社会の実現を図ることを目的とした事業です。 

区では知的障害者学習支援事業を実施し、軽度知的障害のある18歳以上の就労者に対し学

習活動、学習支援活動を行っています。 
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≪第６期の実施状況≫ 

自発的活動支援事業 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施の有無 有 有 有 

 

≪見込量の設定≫ 

自発的活動支援事業 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施の有無 有 有 有 

 

③ 相談支援事業 

相談支援事業は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うほか、権

利擁護のために必要な援助を行う事業です。 

 

ア）障害者相談支援事業 

この事業は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、

必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行う

とともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連携調整その他の障害者

等の権利擁護のために必要な援助（相談支援事業）を行うものです。 

今後、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として基幹相談支援センター

を設置し、さらなる相談支援の充実を図ります。 

 

イ）基幹相談支援センター等機能強化事業 

この事業は、区市町村における相談支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、一般的

な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置すること

や、地域における相談支援事業者等に対する専門的な指導・助言、情報収集・提供、人

材育成の支援、地域移行に向けた取組み等を実施するものです。区では、障害者支援課

に保健師を配置して、機能強化を図っていますが、さらなる充実を図るため、令和７年

度中に基幹相談支援センターを設置します。 

 

ウ）住宅入居等支援事業（居住サポート事業） 

この事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等

の理由により入居が困難な方に対して、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、

家主等への相談・助言を通して障害のある方の地域生活を支援するものです。区では、

他部署や関係機関との連携により、支援体制の充実を図ります。 
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≪第６期の実施状況（年間）≫ 

相談支援事業 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ア 障害者相談支援事業 ９か所 ９か所 ９か所 

イ 基幹相談支援センター等 

機能強化事業 
有 有 有 

ウ 住宅入居等支援事業 有 有 有 

 

≪見込量の設定（年間）≫ 

相談支援事業 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ア 障害者相談支援事業 ９か所 ９か所 ９か所 

イ 基幹相談支援センター等 

機能強化事業 
有 有 有 

ウ 住宅入居等支援事業 有 有 有 

 

④ 成年後見制度利用支援事業 

この事業は、障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が必要と認めら

れる知的障害者または精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、障害

者の権利擁護に資することを目的としています。区では、制度利用を希望する低所得者に対

して、家庭裁判所への申立てに要する経費（登記手数料、鑑定費用等）及び後見人等の報酬

の全部または一部を助成します。 

 

【見込量の考え方】 

 これまでの実績から令和５年度と同程度の利用があるものと推計し、必要量を見込みます。 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。  

(実利⽤者数)

実利⽤者数
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 2 2 2 10 10 10 15 15 15
実績 6 7 16 14 15 15

第５期 第６期 第７期
0

5

10

15

20

目標

実績
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⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 

この事業は、成年後見制度において親族や専門職（弁護士等）の後見人が得られない場合

に、法人後見及び社会貢献型後見人の法人後見監督を受任することにより、障害者の権利擁

護を図ることを目的とした制度です。区では社会福祉協議会に対し、法人後見等事業に係る

諸経費を補助しています。 

 

≪第６期の実施状況≫ 

成年後見制度法人後見支援事業 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施の有無 有 有 有 

 

≪見込量の設定≫ 

成年後見制度法人後見支援事業 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施の有無 有 有 有 

 

⑥ 意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方に、

手話通訳者・要約筆記者を派遣するとともに、引き続き、区役所窓口に手話通訳者を設置し

ます。 

 

【見込量の考え方】 

実績値を基に、聴覚・言語機能障害での身体障害者手帳所持者数の平均伸び率を用いて、

必要量を見込みます。 

 

≪聴覚等に障害のある方の推移≫ 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

身体障害者手帳所持者数 

（聴覚・言語・音声機能障害） 
1,358人 1,387人 1,390人 1,403人 

 伸び率  2.14％ 0.21％ 0.94％ 

（注）各年度とも３月31日現在。ただし、令和５年度は見込みの数字です。 

上記より、聴覚等に障害のある方の推移に基づき、手話通訳者の派遣利用者についても、

横ばいで推移する見込みです。 
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ア）手話通訳者派遣事業 

 

（注１）令和５年度は利用見込みの数値です。 

（注２）「手話通訳者」には、「手話通訳士」（国の手話通訳技能認定試験に合格し登録を受け

た者）、「手話通訳者」（都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において登録を

受けた者）、「手話奉仕員」（区市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業に

おいて手話奉仕員として登録された者）を含みます。 

 

イ）要約筆記者派遣事業 

 

（注１）令和５年度は利用見込みの数値です。 

（注２）「要約筆記者」には、「要約筆記者」（区市町村及び都道府県が実施する要約筆記者

養成研修事業において登録された者）、「要約筆記奉仕員」（区市町村及び都道府県

で実施する奉仕員養成研修事業において要約筆記奉仕員として登録された者）を含み

ます。 

 

  

(実利⽤者数)

実利⽤者数
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 172 172 172 155 155 155 160 160 160
実績 162 147 108 154 157 160

第５期 第６期 第７期
0

50

100

150

200

目標

実績

(実利⽤者数)

実利⽤者数
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 8 8 8 5 5 5 4 4 4
実績 5 5 5 4 4 4

第５期 第６期 第７期
0
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4

6

8

10

目標

実績
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⑦ 日常生活用具給付等事業 

障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与することによって

日常生活上の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする事業です。 

 

【見込量の考え方】 

 品目を大きく３つに区分し、それぞれの実績と傾向をもとに必要量を見込みます。 

ア）日常生活用具 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

イ）排泄管理支援用具（ストマ） 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

  

(給付件数)

給付件数
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 346 349 352 427 440 455 213 206 199
実績 314 410 441 443 228 220

第６期 第７期第５期
0

100

200

300

400

500

目標

実績

(給付件数)

給付件数
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 9,025 9,167 9,311 8,814 9,094 9,396 9,920 10,221 10,532
実績 8,353 8,438 8,713 8,274 9,343 9,627

第５期 第６期 第７期

0

5,000

10,000

15,000

目標

実績
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ウ）居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 

 

（注）令和５年度は見込みの数値です。 

 

⑧ 手話奉仕員養成研修事業 

手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者の養成によって、

意思疎通を図ることに支障がある障害者の自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るようにすることを目的とした事業です。区では社会福祉協議会に委託して実施しています。 

 

【見込量の考え方】 

 これまでの実績と傾向をもとに必要量を見込みます。 

 

（注）令和５年度は見込みの数値です。 

 

  

(給付件数)

給付件数
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 18 18 18 12 12 12 41 46 53
実績 12 11 13 17 32 36

第５期 第６期 第７期
0

20

40

60

目標

実績

(登録者数)

登録者数
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 184 184 184 16 18 19 15 15 15
実績 181 11 0 17 14 17

第５期 第６期 第７期
0

50

100

150

200

目標

実績



130 

 

⑨ 移動支援事業 

屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域にお

ける自立生活及び社会参加を促すことを目的とした事業です。 

 

【見込量の考え方】 

 これまでの実績と傾向をもとに必要量を見込みます。 

 

（注）令和５年度は見込みの数値です。 

 

  

(利⽤者数)

利⽤者数
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 552 594 639 583 631 683 749 787 828
実績 560 605 558 629 677 712

第５期 第６期 第７期
0

500

1,000

1,500

目標

実績
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⑩ 地域活動支援センター機能強化事業 

この事業は、地域の実情に応じ、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流

の促進等の便宜を供与し、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的としたものです。 

利用者に対し、創作活動、生産活動の機会の提供等、地域の実情に応じた支援を行う基礎

的事業を実施しています。加えて、精神保健福祉士等を配置して医療・福祉・地域の社会基

盤との連携強化のための調整、相談支援事業等を行うⅠ型、機能訓練、社会適応訓練、入浴

等のサービス等の事業を実施するⅡ型が区内に整備されています。 

 

【見込量の考え方】 

令和５年４月現在、区内にある地域活動支援センターは４か所です。それぞれの実施箇所

数及び利用人数（基礎的事業分も含む）を見込みます。 

【Ⅰ型】 

 
（注）令和５年度は見込みの数値です。 

 

【Ⅱ型】 

 

（注）令和５年度は見込みの数値です。 

  

(利⽤者数)

利⽤者数
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 1,280 1,290 1,300 1,384 1,394 1,404 570 591 613
実績 1,424 1,321 1,079 1,209 1,155 549

第５期 第６期 第７期
0
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1,000
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(実利⽤者数)

実利⽤者数
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 140 140 140 138 138 138 121 121 140
実績 136 139 102 86 75 121

第５期 第６期 第７期
0

50

100

150

200

目標

実績
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⑪ その他の事業 

上記事業以外の、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な事業として、区で

は次の事業を実施します。 

 

ア）訪問入浴サービス事業 

障害者福祉センター浴室を利用できない方に、専門業者による巡回入浴車を自宅に派

遣して入浴を行います。 

 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

イ）点字・声の広報等発行事業 

視覚障害者のために、「こうとう区報」点字版や、声の広報を製作・発行します。 

 

【点字版広報製作部数】 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

【声の広報製作部数】  

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

 

 

 

  

実利⽤者数
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 27 27 27 28 28 28 28 28 28
実績 28 29 24 19 27 28

第５期 第６期 第７期

部
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 45 45 45 38 38 38 34 34 34
実績 42 40 37 35 35 34

第５期 第６期 第７期

部
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 96 96 96 89 89 89 78 78 78
実績 91 89 88 85 85 78

第５期 第６期 第７期
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ウ）自動車運転教習費助成事業 

障害者の日常生活の利便及び生活圏の拡大を図るため、自動車運転免許の取得に要す

る費用の一部を助成します。 

 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 

 

エ）自動車改造費助成事業 

重度身体障害者の社会参加の促進を図るため、就労等に伴い自動車を取得する場合、

その自動車の改造に要する経費を助成します。 

 

 

（注）令和５年度は見込みの数値です。 

 

 

 

 

  

実利⽤者数
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 2 2 2 2 2 2 5 5 5
実績 0 1 2 0 7 5

第５期 第６期 第７期

実利⽤者数
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

目標 6 6 6 8 8 8 6 6 6
実績 8 9 4 5 3 6

第５期 第６期 第７期
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≪地域生活支援事業の見込み量（年間）≫ 

種 類 

第６期（実績） 第７期（見込み） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

①理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

②自発的活動支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

③相談支援事業 
 

      

  

ア）障害者相談支援事業 (実施箇所数) ９ ９ ９ ９ ９ ９ 

イ）基幹相談支援センター 

等機能強化事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

ウ）住宅入居等支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

④成年後見制度利用支援事業 (実利用者数) 14 15 15 15 15 15 

⑤成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

⑥意思疎通支援事業 
 

      

  

ア）手話通訳者派遣事業 (実利用者数) 154 157 160 160 160 160 

イ）要約筆記者派遣事業 (実利用者数) ４ ４ ４ ４ ４ ４ 

手話通訳者設置事業 (実設置者数) ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

⑦日常生活用具給付等事業 
 

      

  

ア）日常生活用具 (支給件数) 443 228 220 213 206 199 

イ）排泄管理支援用具（ストマ） (支給件数) 8,274 9,343 9,627 9,920 10,221 10,532 

ウ）居宅生活動作補助用具 

(住宅改修費) (支給件数) 17 32 36 41 46 53 

⑧手話奉仕員養成研修事業 人数 17 14 17 15 15 15 

⑨移動支援事業 

(利用者数) 629 677 712 749 787 828 

(延利用時間数) 7,744 8,730 9,348 10,008 10,717 11,476 

(一人当たり平均利用時間) 12.3 12.8 13.1 13.3 13.6 13.8 

⑩地域活動支援センター機能強化事業 
 

      

  

  

Ⅰ型 
(利用者数) 1,209 1,155 549 570 591 613 

(実施箇所数) ３ ３ ３ ３ ３ ３ 

Ⅱ型 
(実利用者数) 86 75 121 121 121 140 

(実施箇所数) １ １ １ １ １ １ 

⑪その他の事業 
 

      

  

ア）訪問入浴サービス事業 (実利用者数) 19 27 28 28 28 28 

イ）点字版広報制作部数 （部数） 35 35 34 34 34 34 

声の広報制作部数 （部数） 85 85 78 78 78 78 

ウ)自動車運転教習費助成事業 (実利用者数) ０ ７ ５ ５ ５ ５ 

エ）自動車改造費助成事業 (実利用者数) ５ ３ ６ ６ ６ ６ 

（注）令和５年度は利用見込みの数値です。 
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【地域生活支援事業の確保方策】 

〇理解促進研修・啓発事業は、引き続き着実に実施していくとともに、本事業や障害者週

間だけでなく、広く区の事業を通じて、障害の有無にかかわらず区民ひとりひとりが共

生社会を実感できるような働きかけを推進していきます。 

〇自発的活動支援事業は、障害者の余暇活動や生涯学習のニーズの受け皿となっており、

支援員やボランティア等、地域住民と協働しながら、引き続きより良い運営を目指して

いきます。 

〇相談支援事業は、複雑化・多様化した課題に対応するため、地域の関係機関と連携・調

整しながら、令和７年度中に設置を目指す基幹相談支援センターを中心とした相談支援

体制の拡充に努めます。 

〇成年後見制度関連事業は、制度を必要とする知的障害者や精神障害者が、確実かつ円滑

に制度を利用できるよう支援を行っていきます。 

〇意思疎通支援事業及び手話奉仕員養成研修事業は、継続的な人材養成・確保と、派遣に

関するきめ細やかな調整を行い、サービスの安定と質の向上を目指します。 

〇日常生活用具給付等事業は、当事者ニーズを把握のうえ、製品の安全性や価格の妥当性

等を総合的に判断し、対象品目の見直しや、新規選定を行っていきます。 

〇移動支援事業は、自立生活と社会参加を支えるため、サービスの充実に向けてガイドラ

インを見直す等、必要な対応を図っていきます。 

〇地域活動支援センター機能強化事業は、引き続き４センターで利用者のニーズに柔軟に

応えられるよう事業を展開していきます。 
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